
障害者の権利に関する条約（抜粋）

第一条 目的

この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な

享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進

することを目的とする。

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、

様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果

的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。

第二条 定義（抜粋）

「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、

政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者

との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使する

ことを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、

あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本

的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整

であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は

過度の負担を課さないものをいう。

第四条 一般的義務（抜粋）

１ 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権

及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。

このため、締約国は、次のことを約束する。

(a) この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行

政措置その他の措置をとること。

(b) 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は

廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとること。

(c) 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れるこ

と。
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